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議論が収束した事項の法令改正イメージ 
令和〇年〇月〇日 

緊急事案対策室・検査グループ 
 
経緯 
 これまでの公開会合にて議論が収束した事項について、原子力規制委員会で
の議論を経て、法令改正の方向性が定まった。現在、さらに内部で議論をしてお
り、今後の変更の可能性もあるが、現時点での法令改正のイメージは以下のとお
り。 
 
議論が収束した事項の法令改正のイメージ 
 
１．事業規則の改正を伴うもの（以下の①～③） 
①報告書の提出期日 

原子力規制検査で、事業者の法令報告事象に対する対応に合理的な理由な
く遅滞が生じないことを監視したうえで、以下のイメージで関係の事業規則
等の改正を検討中。 

実用炉規則第 134 条の例 
改正イメージ 改正前 

（事故故障等の報告） 
第百三十四条 法第六十二条の三の

規定により、発電用原子炉設置者
（旧発電用原子炉設置者等を含
む。次条及び第百三十六条におい
て同じ。）は、次の各号のいずれ
かに該当するときは、その旨を直
ちに、その状況の詳細が判明した
ときには、その状況及びそれに対
する処置を遅滞なく、原子力規制
委員会に報告しなければならな
い。 

（事故故障等の報告） 
第百三十四条 法第六十二条の三の

規定により、発電用原子炉設置者
（旧発電用原子炉設置者等を含
む。次条及び第百三十六条におい
て同じ。）は、次の各号のいずれ
かに該当するときは、その旨を直
ちに、その状況及びそれに対する
処置を十日以内に原子力規制委員
会に報告しなければならない。 

 

 

  

令和３年１０月１日 
第４回原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る公開会合 
事前面談資料 
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②制御棒の過挿入事象 

以下のイメージで実用炉規則の改正を検討中。 
※研開炉については、研開炉規則第 129 条第 13 号の対象となる研開炉がな
いことから、実用炉規則に併せて以下と同じ内容の改正を検討中。 

実用炉規則第 134 条第 13 号 
改正イメージ 改正前 

十三 挿入若しくは引抜きの操作を
現に行っていない制御棒が当初の
管理位置（保安規定に基づいて発
電用原子炉設置者が定めた制御棒
の操作に係る文書において、制御
棒を管理するために一定の間隔に
基づいて設定し、表示することと
されている制御棒の位置をいう。
以下同じ。）から他の管理位置に移
動し、若しくは当該他の管理位置
を通過して動作したとき。ただし、
燃料体が炉心に装荷されていない
ときを除く。 

十三 挿入若しくは引抜きの操作を
現に行っていない制御棒が当初の
管理位置（保安規定に基づいて発
電用原子炉設置者が定めた制御棒
の操作に係る文書において、制御
棒を管理するために一定の間隔に
基づいて設定し、表示することと
されている制御棒の位置をいう。
以下同じ。）から他の管理位置に移
動し、若しくは当該他の管理位置
を通過して動作したとき又は全挿
入位置（管理位置のうち制御棒が
最大限に挿入されることとなる管
理位置をいう。以下同じ。）にある
制御棒であって挿入若しくは引抜
きの操作を現に行っていないもの
が全挿入位置を超えて更に挿入さ
れる方向に動作したとき。ただし、
燃料体が炉心に装荷されていない
ときを除く。 
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③事象発生の旨のみ報告を受け、詳細の報告を求めない事象 
以下のイメージで事業規則の改正を検討中。 

実用炉規則第 134 条第３号 
改正イメージ 改正前 

三 発電用原子炉設置者が、安全上
重要な機器等又は常設重大事故
等対処設備に属する機器等の点
検を行った場合において、当該安
全上重要な機器等が技術基準規
則第十七条若しくは第十八条に
定める基準に適合していないと
認められたとき、当該常設重大事
故等対処設備に属する機器等が
技術基準規則第五十五条若しく
は第五十六条に定める基準に適
合していないと認められたとき
又は発電用原子炉施設の安全を
確保するために必要な機能を有
していないと認められたとき。た
だし、蒸気発生器伝熱管一次側に
おけるローラ拡管部から発生し
た応力腐食割れによるものであ
り、かつ、類する事象が過去に発
生しており、それに対する処置が
明らかであるときは、当該事象の
状況及びそれに対する処置の報
告を要しない。 

 

三 発電用原子炉設置者が、安全上
重要な機器等又は常設重大事故
等対処設備に属する機器等の点
検を行った場合において、当該安
全上重要な機器等が技術基準規
則第十七条若しくは第十八条に
定める基準に適合していないと
認められたとき、当該常設重大事
故等対処設備に属する機器等が
技術基準規則第五十五条若しく
は第五十六条に定める基準に適
合していないと認められたとき
又は発電用原子炉施設の安全を
確保するために必要な機能を有
していないと認められたとき。 

 

 
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条及び研究開発段階
発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１２９条の運用について（訓令） 

改正イメージ 改正前 
 

三 （略） 

（略） 

 
三 （略） 

（略） 
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３．運用上の留意点 
①～⑥ （略） 
⑦本号のただし書きにある「蒸気発

生器伝熱管一次側におけるロー
ラ拡管部から発生した応力腐食
割れによるものであり、かつ、類
する事象が過去に発生しており、
それに対する処置が明らかであ
るとき」とは、例えば、平成３０
年９月１２日に、関西電力株式会
社より本号に該当するとして事
象発生の旨の報告がなされた高
浜発電所３号機における蒸気発
生器伝熱管の損傷である。このよ
うな事象は、その発生原因が特定
されれば、再発防止のための対策
等が既に確立されているため、事
象発生の旨の報告のみ求めるも
のである。 

 

３．運用上の留意点 
①～⑤ （略） 
（新設） 
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使用規則第６条の 10 第２号 

改正イメージ 改正前 
二 使用施設等の故障があつた場

合において、当該故障に係る修理
のため特別の措置を必要とする
場合であつて、核燃料物質の使用
等に支障を及ぼしたとき。ただ
し、核燃料物質等を限定された区
域に閉じ込める機能を喪失しな
かつた、又は喪失するおそれがな
かつたときは、当該事象の状況及
びそれに対する処置の報告を要
しない。 

三 使用施設等の故障により、核燃
料物質等を限定された区域に閉
じ込める機能、外部放射線による
放射線障害を防止するための放
射線の遮蔽機能若しくは使用施
設等における火災若しくは爆発
の防止の機能を喪失し、又は喪失
するおそれがあつたことにより、
核燃料物質の使用等に支障を及
ぼしたとき。 

二 使用施設等の故障があつた場
合において、当該故障に係る修理
のため特別の措置を必要とする
場合であつて、核燃料物質の使用
等に支障を及ぼしたとき。 

 
 
 
 
 
 
三 使用施設等の故障により、核燃

料物質等を限定された区域に閉
じ込める機能、外部放射線による
放射線障害を防止するための放
射線の遮蔽機能若しくは使用施
設等における火災若しくは爆発
の防止の機能を喪失し、又は喪失
するおそれがあつたことにより、
核燃料物質の使用等に支障を及
ぼしたとき。 

 
核燃料物質の使用等に関する規則第６条の１０及び核原料物質の使用に関す
る規則第５条の運用について（訓令） 

改正イメージ 改正前 
 

二 （略） 

（略） 
３．運用上の留意点 
①～③ （略） 
④ 本号のただし書きにある「ただ

 
二 （略） 

（略） 
２．運用上の留意点 
①～③ （略） 
（新設） 
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し、核燃料物質等を限定された
区域に閉じ込める機能を喪失
しなかつた、又は喪失するおそ
れがなかつたとき」とは、例え
ば、令和２年４月１３日に、国
立大学法人東北大学よりより
本号に該当するとして事象発
生の旨の報告がなされた東北
大学金属材料研究所附属量子
エネルギー材料科学国際研究
センターにおける研究棟排気
筒倒壊である。このような事象
については、使用に支障を及ぼ
したものの、閉じ込め機能とい
った安全機能に影響がなかっ
たため、事象発生の旨の報告の
み求めるものである。 
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２．事業規則の改正を伴わないもの（以下の④、⑤） 
④点検中に発生した損傷 

以下のイメージで関係の法令報告解釈の改正を検討中 
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条及び研究開発段階
発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１２９条の運用について（訓令） 

改正イメージ 改正前 
 
三 （略） 

（略） 
３．運用上の留意点 
① 当該安全上重要な機器等又は

常設重大事故等対処設備に属す
る機器等の使用前確認が終了し、
使用前確認証の交付以降のもの
を対象とする。 

 
 
 
② 当該安全上重要な機器等又は

常設重大事故等対処設備に属す
る機器等を工学的に使用し得る
期間に損傷が存在していないの
であれば、安全上の影響はない。
したがって損傷のうち、点検中の
行為により発生させたことが明
白で、他の機器等に影響がない場
合は対象外とする。また、ここで
「明白」とは例えば以下のよう場
合である。 
○損傷原因となる行為を行った

者の自覚があるとき。 
○損傷原因となる行為を他の者

が目撃していたとき。 
〇損傷原因となる行為が映像に

より確認できるとき。 

 
三 （略） 

（略） 
３．運用上の留意点 
① 当該安全上重要な機器等又は

常設重大事故等対処設備に属す
る機器等の使用を開始して以降
のものを対象とする。したがっ
て、当該安全上重要な機器等又は
常設重大事故等対処設備に属す
る機器等の工事中に発生した損
傷については対象としない。 

（新設） 
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③～⑦ （略） ②～⑥ （略） 
 
 

 
⑤表現の適正化等 

これまで公開会合で受けた意見を踏まえ、以下のイメージで法令報告解釈の
改正を検討中。 

（１）平成 31 年４月５日の面談資料の内容 
 平成 31 年４月５日の面談資料（参考１）の内容のうち、特定重大事故

等対処施設及び重大事故等対処設備が主要な原子炉施設に含まれる旨
を追記。 

 
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条及び研究開発段階
発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１２９条の運用について（訓令） 

改正イメージ 改正前 
 
二 （略） 

 
 
１．目的 

発電用原子炉施設の故障を原
因とする発電用原子炉の運転の
停止又は出力変化については、当
該故障が安全に影響を及ぼすも
のである可能性があることから、
報告を求めるものである。 

 
２．語句・文章の解釈 
① 「発電用原子炉の運転」：発電用

原子炉が臨界の状態にあること
をいい、通常の運転のほか試運転
及び調整運転が含まれる。 

② 「発電用原子炉施設」：実用炉規
則第３条第１項第２号ハからヌ
又は研究開発段階炉規則第３条
第１項第２号ハからヌに該当す

 
二 （略） 

 
 
１．目的 

発電用原子炉施設の故障を原
因とする発電用原子炉の運転の
停止又は出力変化については、当
該故障が安全に影響を及ぼすも
のである可能性があることから、
報告を求めるものである。 

 
２．語句・文章の解釈 
① 「発電用原子炉の運転」：発電用

原子炉が臨界の状態にあること
をいい、通常の運転のほか試運転
及び調整運転が含まれる。 

② 「発電用原子炉施設」：実用炉規
則第３条第１項第２号ハからヌ
又は研究開発段階炉規則第３条
第１項第２号ハからヌに該当す

- 8 -



 
資料１ 

 9 / 11 
 

る施設及び実用発電用原子炉及
びその附属施設の位置、構造及び
設備の基準に関する規則（平成２
５年原子力規制委員会規則第５
号）第２条第２項に規定する重大
事故等対処設備及び特定重大事
故等対処施設を含む。 
（参考）「発電用原子炉施設」に含
まれる主要施設 
・原子炉本体 
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設 
・原子炉冷却系統施設 
・計測制御系統施設 
・放射性廃棄物の廃棄施設 
・放射線管理施設 
・原子炉格納施設 
・その他原子炉の附属施設（非常

用電源設備、常用電源設備等） 
・特定重大事故等対処施設及び重

大事故等対処設備等 
原子炉本体からタービン系統ま
での設備及び原子炉建屋、原子炉
補助建屋、タービン建屋、廃棄物
処理建屋及び海水熱交換器建屋
等の建屋を含む。 

③～④ （略） 

る施設をいう。 
 
 
 
 
 
 

（参考）「発電用原子炉施設」に含
まれる主要施設 
・原子炉本体 
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設 
・原子炉冷却系統施設 
・計測制御系統施設 
・放射性廃棄物の廃棄施設 
・放射線管理施設 
・原子炉格納施設 
・その他原子炉の附属施設（非常

用電源設備、常用電源設備等） 
 
 
原子炉本体からタービン系統ま
での設備及び原子炉建屋、原子炉
補助建屋、タービン建屋、廃棄物
処理建屋及び海水熱交換器建屋
等の建屋を含む。 

③～④ （略） 
 
 
（参考１）実用炉規則第１３４条の運用について（訓令）の解釈等について＜抄＞ 

（１）「発電用原子炉施設」の定義に対する、ＳＡ設備の考え方について 
重大事故等対処設備は、発電用原子炉施設（発電用原子炉及びその附属施設）に含ま

れる。 
 

（参考２）関連の事業者意見（（原子炉等規制法に基づく法令報告の運用改善（事業者意
見））【2021 年 2 月 1 日】発電用原子炉設置事業者 より抜粋） 

- 9 -



 
資料１ 

 10 / 11 
 

・原子力規制庁事故対処室との面談資料「実用炉規則 134 条の運用について（訓令）
の解釈等について（平成 31 年 4 月 5 日）」を、訓令に取り込んでいただきたい。 

・当該「実用炉規則 134 条の運用について（訓令）の解釈等について（平成 31 年 4 月
5 日）」は、法令報告に係る解釈・運用について従前の訓令を補足するものとして、
規制及び事業者側にて認識を共有したものであり、法令報告判断に際して訓令と合
わせて活用している。今回の法令報告運用改善を機に、解釈や運用の総括的な整理・
理解のため、訓令への取り込み、統合を検討いただきたい。 

  
 
（２）実用炉、試験炉法令報告解釈４号のただし書きにある消火活動によっ

て、３号の安全機能が喪失した場合の考え方追記 
 事業者意見（参考３）を踏まえ、消火活動によって故障が発生した安全

上重要な機器等に求められる性能等を考慮して判断する旨を追記。 
 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条及び研究開発段階
発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１２９条の運用について（訓令） 

改正イメージ 改正前 
 
三 （略） 

 
 
（略） 
３．運用上の留意点 
①～⑦ （略） 
⑧次号のただし書き適用する場合

において、本号に該当するかにつ
いては、当該故障が発生した安全
上重要な機器等又は常設重大事
故等対処設備に属する機器等が
火災時に求められる機能等を考
慮し検討する。 

 
四 火災により安全上重要な

機器等又は常設重大事故等
対処設備に属する機器等の
故障があったとき。ただし、

 
三 （略） 

 
 
（略） 
３．運用上の留意点 
①～⑥ （略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 

四 火災により安全上重要な
機器等又は常設重大事故等
対処設備に属する機器等の
故障があったとき。ただし、
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当該故障が消火又は延焼の
防止の措置によるときを除
く。 

 

当該故障が消火又は延焼の
防止の措置によるときを除
く。 

 

 
（参考３）関連の事業者意見（（原子炉等規制法に基づく法令報告の改善について 別紙）

【2021 年 2 月 1 日】日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリティ統括部 より抜
粋） 
・訓令の「Ⅱ 試験炉報告基準の各号について」の「四 火災による安全上重要な機器

等の故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを
除く。」について、消火等による機器故障は除外とあるが、消火等により、安全機能
に影響を及ぼした、又は、及ぼす恐れがある場合（例：安全系の制御系統の消火によ
る機能喪失）は、「三 安全上重要な機器等の故障により必要な機能を有していない
と認められるとき。」に抵触すると思われる。たとえ消火等の行為であっても、安全
機能への影響により、必ずしも除外されないことは明確にした方が良いのではない
か。 
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運転を見込んでいない発電用原子炉施設等の 
廃止措置計画認可前における法令報告対象について 

 
令和〇年〇月〇日 

緊急事案対策室・検査グループ 
 

経緯 
 現状、廃止措置段階にある発電用原子炉施設における法令報告の扱いは、廃止
措置の進捗状況により発電用原子炉施設の状態が変化することを踏まえ、その
時点での発電用原子炉施設の安全に関する事象のみを法令報告対象とすること
を、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条及び研究開発段
階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１２９条の運用について（訓令）」
にて定めている。 

一方で、今後、運転を見込まない発電用原子炉であって廃止措置計画が認可さ
れていないものについては、特段の考慮はなく、通常の発電用原子炉の法令報告
対象事象が報告対象となっている。 
 これまでの原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る公開会合（以下「公
開会合」という。）の中で、今後、運転を見込まない実用発電用原子炉において、
廃止措置計画認可前における法令報告の対象について議論を行っており、前回
の第３回公開会合においては、発電用原子炉設置事業者より、対象プラントとな
る条件、報告対象となる機器等のスクリーニングの考え方等について提案を受
けた。 
 
今回議論したい内容 
 提案された内容を基に、確認すべき内容やさらに議論が必要と考えられる事
項を以下に示す。 
 
1. 対象となる条件 

今後、運転することのない実用発電用原子炉であり、炉心から燃料が除か
れているものであって、事業者が以下のどちらかを原子力規制委員会に提出
したものとしてはどうか。 
①今後運転することがないこと及び炉内に燃料が装荷されていないことを

示した実用炉規則に基づく運転計画 
②廃止措置計画認可申請書 
 

2. 報告の対象 
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（１）スクリーニングの考え方について 
前回の発電用原子炉設置事業者資料（参考資料２）の中で提案を受けたス

クリーニングの考え方について、明確でない部分があったため、何か文書に
基づくものであるかといった点等について確認したい。 
①「LCO の要求がある設備のサポート系として必要な設備」 
②「機能要求がある設備（核燃料の安定冷却・安全な取り扱いの観点）」 
 
（２）施設管理について 

今後、運転を見込まない実用炉であって、廃止措置計画が認可される前の
実用発電用原子炉における施設管理はどのように行っているのか。 

 
（３）廃止措置計画認可前の運転を見込んでいない発電用原子炉施設におけ

る報告対象を選定する上で考慮することが必要な観点 
廃止措置計画認可後の施設は、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の

抑制又は低減の観点から、廃止措置対象施設内に残存する放射性物質の数量
及び分布等を踏まえて、立案された核燃料物質による汚染の除去手順、設備・
機器又は施設の解体手順等の措置との関係において、廃止措置期間中に性能
を維持すべき施設（以下「性能維持施設」という。）が定められており、こ
の性能維持施設の設定時の考え方を確認する事で、法令報告事象が発生した
際には、その時点での発電用原子炉施設の安全に関する事象か否かを判断す
る事が出来る。 

性能維持施設が定まっていない廃止措置計画認可前の運転を見込んでい
ない発電用原子炉施設において、廃止措置計画認可後と類似の取扱いをする
為に、性能維持施設相当の機器等を「実用発電用原子炉の設置、運転等に関
する規則の規定に基づく安全上重要な機器等を定める告示（以下、「安重告
示」という。）」に掲げられている機器等及び常設重大事故等対処設備に対し
て予め整理しておくためには、少なくとも以下の観点が必要ではないか。 

 
●安重告示に掲げられる機器等のうち、「発電用原子炉施設及び試験研究

用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準」に記載された性能維持施設
に関する性能を有するもの、その関連機器等については、廃止措置計画
認可の審査を行っていないものの、性能維持施設と同等の扱いが必要な
ものとして報告対象とする。 

●引き続き報告対象とする機器等に求められる性能については、運転段階
と同様（技術基準の規定のまま）とする。廃止措置計画認可の審査を行
っていないため、廃止措置段階の性能維持施設に認められる可能性があ
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る技術基準の規定によらない取扱いについては考慮しない。 
●廃止措置計画認可の審査を行っていないため、常設重大事故等対処設備

に属する機器等は運転段階同様の取扱いをする。 
 

3. 核燃料施設等の場合について 
核燃施設等においては、運転計画に類するものがなく、また、安重告示に類

するものがないので、実用炉と同様の考えは適用できない。また施設固有の
機器等を有しているものも多いと考えられる。そのため、体系的な報告要否
を検討するよりも、個別の核燃料施設等の状況に応じる方向性を検討する必
要があるのではないか。 
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核燃料施設等におけるグレーデットアプローチを考慮した 
法令報告対象等について 

 
令和〇年〇月〇日 

緊急事案対策室・検査グループ 
 
経緯 
 これまでの原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る公開会合（以下
「公開会合」という。）の中で、核燃料施設等の特徴を踏まえた報告対象の考
慮について、参加者から意見があった。 
 
今回議論したい内容 
 法令報告対象を定める各事業規則の条の中で、2 号に該当するもの（以下、
（２号法令報告事象）という。）について、グレーデットアプローチの観点の
みならず、今回は以下の論点や視点で議論したい（過去の２号法令報告事象に
該当するものの例は別紙１参照）。 
 
〇論点１ ２号法令報告事象の性質を考慮した報告の要否 

2 号法令報告事象は「施設が故障した場合において、事業に支障を及ぼし
たとき(実用炉等においては運転停止や出力変動)」となっている。この目的
は、現時点で生じている事象の背後にある故障が、安全に影響を及ぼす「お
それ」や「可能性」に着目しているものや施設の安定的な運転に影響を及ぼ
した場合の把握等とも考えられる。 

一方で、リスクが大きい施設においても、2 号法令報告事象の性質が明ら
かになるにつれて、結果として対応が過大であるように見える場合もある。 

 
視点１．1：規制が収集するべき故障の性格が表れている事案の有無 

法令報告として「全国的な水平展開に至る故障や、規制の見直しに役立つ
情報を含む故障」について報告を受けることは意義があると考えるが、2 号
法令報告事象はこのような情報を含んでいるだろうか。 
視点１．2：他の法令報告対象の関係性 

他の法令報告と重複があるか。例えば、加工施設においては、加工に支障
を及ぼしたときのうち、安全機能に関する故障は３号にて報告される。 
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〇論点２ 核燃料施設等が有するリスクを考慮した報告の要否 
２号法令報告事象について、核燃料施設等のうち、リスクが小さい施設に

おいては、リスクが大きい施設に比べ、２号法令報告事象の故障が原子力安
全に及ぼす影響は限定的であるとも考えられる。 

   
視点２．１：グレーデットアプローチの適用方法 

例えば、以下のような考え方で施設のリスクを考えることができるのでは
ないか。  
＜例１＞政令非該当の核燃料物質使用施設及び核原料物質使用施設 

（臨界が想定される量の核燃料物質を有していない） 
 ＜例２＞＜例１＞の施設に加え、核燃料物質使用施設、廃棄物管理施設及び

第二種廃棄物埋設施設 
    （施設のリスクを考慮し、バックフィット要求がない） 
 ＜例３＞＜例１＞、＜例２＞の施設に加え、廃棄物埋設施設、貯蔵施設 

（重大事故又は多量の放射性物質等を放出する事故に対する措置の要
求がない） 

＜例 4＞耐震 S クラスを有するか否か 
 ※耐震 S クラス 
   自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機

能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設、放射性物質を
外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物
質が外部に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影
響を低減させるために必要な施設、並びに地震に伴って発生するおそれがあ
る津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、環
境への影響が大きいもの 

視点２．２：原子力規制検査との関係性 
フリーアクセスや CAP 会合への陪席でトラブル情報は入手可能である

中、引き続き法令報告を求める対象としてはどのようなものが適切か。検査
官が日常的に検査をしていない核燃料施設等もある。 
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＜参考１＞過去の２号法令報告事象 
事象発生日 件名 

令和 3 年 8 月 5 日 大飯発電所３号機 循環水管からの海水漏洩 

令和 2 年 4 月 13 日 
東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研
究センター 研究棟排気筒の倒壊 

平成 28 年 2 月 29 日 高浜発電所 4 号機 発電機自動停止に伴う原子炉自動停止 

平成 23 年 10 月 4 日 玄海 4 号 復水器真空低下に伴う原子炉自動停止について 

平成 22 年 12 月 14 日 
GNF-J におけるガドリニア焼却炉 B 号機の熱的制限値に係る
インターロック動作について 

平成 22 年 11 月 2 日 
福島第一 5 号 福島第一原子力発電所 ５号機における原子
炉自動停止について 

平成 22 年 6 月 25 日 
東海第二 残留熱除去系海水系（Ｂ）系機器点検のための原
子炉手動停止について 

平成 21 年 11 月 13 日 志賀 2 号 志賀原子力発電所２号機の手動停止について 

平成 21 年 7 月 17 日 
東海第二 主油タンク油面変動等に伴う機器点検のための原
子炉手動停止について 

平成 20 年 7 月 2 日 
再処理施設高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス溶融炉にお
けるガラスの流下停止について 

平成 19 年 1 月 17 日 
福島第一 2 号 自動減圧系制御回路地絡に伴う原子炉手動停
止について 

平成 18 年 6 月 5 日 
伊方 1 号 湿分分離加熱器１Ｂ蒸気整流板溶接部の割れにつ
いて 

平成 18 年 1 月 26 日 
志賀 2 号 志賀原子力発電所２号機 原子炉隔離時冷却系の
蒸気供給隔離弁点検のための原子炉停止について 

平成 17 年 7 月 6 日 
島根 1 号 ドライウェル真空破壊弁閉表示不具合による手動
停止 

平成 17 年 2 月 25 日 
女川 1 号 女川原子力発電所１号機原子炉格納容器への窒素
補給量の増加に伴う原子炉手動停止について 

平成 16 年 9 月 29 日 
福島第一 2 号 原子炉冷却材再循環ポンプ（Ｂ）トリップに
伴う原子炉手動停止について 

平成 16 年 8 月 9 日 美浜 3 号 二次系配管破損事故について 
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＜参考２＞関係法令 
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条第２号 

二 発電用原子炉の運転中において、発電用原子炉施設の故障により、発電用原子炉
の運転が停止したとき若しくは発電用原子炉の運転を停止することが必要となった
とき又は五パーセントを超える発電用原子炉の出力変化が生じたとき若しくは発電
用原子炉の出力変化が必要となったとき。ただし、次のいずれかに該当するときで
あって、当該故障の状況について、発電用原子炉設置者の公表があったときを除
く。 
イ 定期事業者検査（第五十五条第三項の規定を適用して行うものを除く。）の期

間であるとき（当該故障に係る設備が発電用原子炉の運転停止中において機能及
び作動の状況を確認することができないものである場合に限る。）。 

ロ 運転上の制限を逸脱せず、かつ、当該故障に関して変化が認められないときで
あって、発電用原子炉設置者が当該故障に係る設備の点検を行うとき。 

ハ 運転上の制限に従い出力変化が必要となったとき。 
 
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第１６条の１４第２号 

二 試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障により、
試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を停止す
ることが必要となつたとき（試験研究用等原子炉施設の故障の原因が明らかであ
り、かつ、試験研究用等原子炉の運転に支障が生じるおそれがないときを除く。）。 

 
核燃料物質の加工の事業に関する規則 第９条の１６第２号 

二 加工施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を
必要とする場合であつて、加工に支障を及ぼしたとき。 

 
核原料物質の使用に関する規則第５条第２号 

二 核原料物質の使用施設の故障（核原料物質の使用に及ぼす支障が軽微なものを除
く。）があつたとき。 
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原子炉等規制法に基づく法令報告の 
改善の検討状況と今後の方向性（２回目） 

 

令和３年８月 18 日  

原 子 力 規 制 庁   

 

１．経緯及び趣旨 

 令和３年６月９日の第 12 回原子力規制委員会にて報告した原子炉等規制法に基

づく法令報告の改善の検討状況と今後の方向性（別紙１参照）について、同委員会

での議論の中で、委員から以下の趣旨の指摘があった。 

 

(1) 現行 10 日以内としている法令報告の期日の見直しについて、10 日といった具

体の日数を設定する実効性がないことは理解するものの、法令報告事象が放置

されないよう報告の目安が必要ではないか。 

(2) 法令報告解釈1を改正することで法令報告の対象外とする方向とした、「機器等

に機能が要求されない点検中に誤って発生させた損傷で点検中に修繕された

事象」については、記載が一般的過ぎるので、具体例を示した上で、対象を明

確にすること。 

(3) 法令報告解釈を改正することで法令報告の対象外とする方向とした、ABWR 及び

PWR における制御棒の過挿入に関して、その安全上の妥当性について技術的な

説明を行うこと。 

 

今回は、上記指摘を踏まえ、再検討した内容を諮るもの。 

 

２．再検討した内容 

(1) 事業者からの報告書の提出期日 

法令報告事象が発生した際の運用として、原子力規制庁は、発生２週間以内を

目途に、当該法令報告事象の対応方針を原子力規制委員会に諮ることとする。そ

の際、原子力規制庁は、事業者における当面の調査等の作業見込みの聴取結果や、

事象に係る公開会合の開催見込み等、対応方針に応じた原子力規制庁の対応スケ

ジュールなどを含めて報告することとし、合理的な理由なく事業者による法令報

                                            
1 各事業規則に定められている法令報告に基づく事故故障等の報告についての運用を定めた以下の訓令をいう。 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第９条の１６の運用について（訓令）、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転

等に関する規則第１６条の１４の運用について（訓令）、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条及び研

究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１２９条の運用について（訓令）、使用済燃料の再処理の事業に関

する規則第１９条の１６の運用について（訓令）、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の

事業に関する規則第２２条の１７の運用について（訓令）、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則第３５条の１６の運用について（訓令）及び核燃料物質の使用等に関する規則第６条の１０及び核原

料物質の使用に関する規則第５条の運用について（訓令）、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

第二十五条の運用について（内規） 

資料４ 
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告事象への対応に遅滞が生じないようにする。この旨は原子力規制庁の対応マニ

ュアルに明記する（別紙２参照）。 

このような運用を前提として、一律の基準としての報告書の提出期日は設定し

ないこととする。 

 

(2) 点検中に発生させた損傷による法令報告事象 

本事象に該当する過去の法令報告事例としては以下の２例がある。 

 

①平成 27 年７月 17 日に発生したもんじゅにおけるディーゼル発電機 B 号機

シリンダヘッドインジケータコックの変形 

 （概要）非常用ディーゼル発電機 B 号機の点検のために取り出したシリン

ダヘッドを運搬していたところ、吊り治具の操作を誤ったことにより落下

させ、シリンダヘッドのインジケーターコック等を破損させた。なお、当

該事象が発生した際、A 号機及び C 号機のディーゼル発電機が自動待機中

であり、運転上の制限の逸脱はなかった（詳細は参考１参照）。 

②平成 19 年６月８日に発生した福島第二原子力発電所２号機における原子

炉格納容器鋼板部の一部損傷 

（概要）定期検査中の福島第二原子力発電所２号機において、圧力抑制室

内壁の塗装工事のためのブラスト作業を実施していたところ、ブラスト用

の金属粉が圧力抑制室の内壁の一箇所に誤って集中して当り、肉厚が技術

基準を満たさなくなった（詳細は参考２参照）。 

 

このような事例は、点検中の行為が原因であるため、損傷が原子力施設の運転

中に発生したものではないことが明白である。よって、有意なリスク増加がない

こと、施工管理上の問題として事業者の改善活動を監視すれば足りること、事業

者における水平展開や規制機関による規制措置を行う必要がある事例は限られ

ると想定されるため、法令報告を受ける必要性は低いと考える。 

一方、点検時に発見された損傷が原子力施設の運転中に存在していた可能性が

ある場合は、リスクが運転中に増加していた可能性が否定できない。そのため、

事業者が行う損傷原因の特定、それに対する処置が妥当であるか規制機関として

も確認をする必要があり、引き続き法令報告の対象とする必要がある。 

 

したがって、点検の作業中に発生させた損傷によるものであることが明白な場

合は、実用炉規則第 134 条第３号（別紙３参照）に該当する法令報告の対象外と

する方向で、法令報告解釈の改正案の準備を進めたい。 
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(3) 制御棒の過挿入 

平成 11 年の北陸電力株式会社志賀原子力発電所１号機における制御棒の引き

抜きによる臨界事故を受け、意図せぬ制御棒の引き抜き等については、平成 19

年６月の実用炉規則改正により法令報告対象に追加された。本事象は、制御棒駆

動機構の機能確認試験の際、一部の手順誤りによって想定とは異なる系統構成と

なり、一部の制御棒において挿入側への加圧により過挿入が発生し、そのまま当

該試験を継続したことにより、制御棒が全挿入位置から引き抜き側に動作したも

の（別紙４参照）。このことを受け、前記の規則改正により、意図しない制御棒

の動きについて、制御棒の過挿入含め幅広に報告対象としたものである。 

 

一方、再検討した結果、別紙４で示すとおり、前回の原子力規制委員会（令和

３年６月９日）で提案した ABWR 及び PWR に加え、BWR についても制御棒の引き

抜きに至らない過挿入に限っては、安全上の影響は極めて小さいものであると考

える。 

また、意図せぬ制御棒の動きが法令報告対象となった平成 19 年以降、実際に

発生した BWR における過挿入事象（別紙４表 1参照）は、定期検査時の弁の不具

合等に起因する蓄圧や圧力変動が原因で発生している。しかし、過挿入が契機と

なった制御棒の引き抜きには至っておらず、さらに中央制御室における制御棒ド

リフト警報等により制御棒が引き抜き側に動いていないことが確認されており、

安全上の有意なリスク上昇がない事例として報告されている。 

 

そこで、意図しない制御棒の動きについて法令報告としている実用炉規則第

134 条第 13 号（別紙３参照）について、制御棒の過挿入に限っては、BWR 含め安

全上の影響は極めて小さいものであるため、実用炉規則の該当号の改正によって

報告の対象外とする改正案の準備を進めたい。なお、制御棒が意図せずに全挿入

位置から引き抜き側へ動作した場合は、引き続き法令報告対象である。 

 

なお、制御棒の過挿入事象を法令報告の対象外としたとしても、当該事象が発

生した場合は、原子力規制検査の枠組みの中で、事業者の活動等を監視すること

となる。 
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原子炉等規制法に基づく法令報告の 
改善の検討状況と今後の方向性 

 

令和３年６月９日  

原 子 力 規 制 庁   

 

１．経緯及び趣旨 

原子炉等規制法第 62 条の３に基づく事故・トラブルの報告（以下「法令報告」

という。）の改善1については、令和２年 11 月 11 日の第 37 回原子力規制委員会

において、報告受領後の対応プロセスの見直しと、法令報告事象の対象範囲や報

告期日の設定等の見直しの検討の方向性について了承された。 

前者については、見直しを行った内容に基づき、原子力規制庁の対応マニュア

ルの作成を行っているところ（対応マニュアル案は別紙１のとおり）。 

後者については、公開会合を３回実施し、事業者からの意見聴取及び議論を行

った（公開会合での検討状況は別紙２のとおり）。今回、これまでの検討状況（概

ね議論が収束した事項、さらなる検討が必要な事項）を報告するとともに、これ

を踏まえた今後の方向性について諮るもの。 

 

２．概ね議論が収束した事項 

（１）事業者からの報告書の提出期日 

事業者は法令報告事象が発生した際、①直ちに事象発生の旨及び②10 日以

内に事象に関する事実関係とその発生原因、再発防止対策等に関する報告書

（以下「原対報」という。）を提出することが求められている。 

①については法目的に照らし、人や環境に影響を及ぼすおそれのある事象の

発生を規制機関として早期に把握し、収束に向け必要に応じ適切な措置が講じ

られるようにすることを目的とし、②についてはこうした事象の再発を防止す

るため、事業者においてその原因と再発防止対策の詳細を明らかにするととも

に、必要に応じて他事業者へ水平展開すること及び規制機関として規制要求の

見直し等の対策を行うことを目的としている。 

一方、②の運用実績をみると、原因の特定と再発防止対策の立案に時間を要

することから、ほとんどの場合、10 日以内の時点で提出される報告書に原因

と再発防止策は記載されておらず、10 日以内の期日を設けることの実効性が

ない状況となっている。 

 

以上を踏まえ、報告書の提出期日について、公開会合において原子力規制庁

                                            
1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の法令報告については、特定原子力施設として指定されている状況を
考慮し、今回の検討には含まれていない。 

別紙１ 
（本文のみ） 
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より以下の点を説明し、議論を行ったところ、事業者より異論はなかった。 

 

ａ．これまで 10 日以内の報告で受領していた情報については、法令報告事象

発生後に直ちに行う報告を受けた後、対応マニュアル案に記載したとおり、

既存の公開会合2や面談等で進捗を把握することができる。 

ｂ．仮に事業者が理由なく原因の究明や再発防止策の検討を行わない場合は、

原子力規制検査による状況確認の上での対応措置の適用等により対応が可

能と考えられる。 

 

今後の方向性 

原対報について、現在 10 日以内の報告を求めているものから、具体的な報

告期日を設定せず、事案の詳細が判明した後に速やかに再発防止策を含めて

原対報を求めるものとして規則を見直すこととしたい。 

 

（２）原対報を求める必要性が低い事象 

法令報告の目的は、前述のとおりであるが、法令報告対象となる事象の中に

は、既に知見が蓄積されているものなど、事象発生時の報告により事象の発生

を確認する必要があるものの、その性格が確認された後には詳細な報告を求め

る必要がないと考えられるものが含まれている。すなわち、現在の法令報告事

象を定める基準では、本制度の目的に寄与しないと思われる報告が行われてい

る場合がある。 

 

この点について、公開会合において、具体的な事象の例やその性格について

議論を行い、事業者とも認識の共有に至った。 

 

今後の方向性 

法令報告事象発生時には、十分な状況把握ができず不明な点も多いため、現

在の法令報告事象に対して、引き続き、事象発生後直ちに行う報告は求めるも

のの、原対報による詳細な報告を求めることによる本制度の目的への寄与の

ない事象を特定し、原対報を不要とすることとしたい。また、不要とする場合

の特定については、あらかじめ以下のような場合を、規則又は告示等で定める

こととしたい。 

 

ａ．過去に同様な事象が発生しており、原因と対策が明確であると判明した

場合（例：定期検査中に発見されるＰＷＲの蒸気発生器の一次系減肉のう

                                            
2 原子力施設等における事故トラブル事象への対応に関する公開会合 
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ち、応力腐食割れによるもの）。 

ｂ．使用施設のように潜在的なリスクが低い施設で発生した事象であって、

安全確保に必要な他の機器への影響や、安全への実際の影響がなかった場

合（例：東北大学金属材料研究所の排気筒の倒壊）。 

 

（３）個別の事象に係る法令報告解釈3の見直し 

発電用原子炉設置事業者より、機器等に機能が要求されない点検中に誤って

発生させた損傷で点検中に修繕された事象や ABWR 及び PWR における制御棒の

過挿入といった、工学的な評価をした際に安全上の影響がない事象については、

報告不要とすべきではないかとの指摘があった。この点について公開会合での

議論を行い、２つの事象については安全上の影響が極めて小さいとの認識を共

有した。 

 

今後の方向性 

機能が要求されない点検中に誤って発生させた損傷で点検中に修繕された

事象と、ABWR 及び PWR における制御棒の過挿入については、法令報告解釈の

改正により、法令報告の対象から外すこととしたい。 

 
３．さらなる検討が必要な事項 

（１）廃止措置計画認可前の施設で発生する法令報告事象の取扱い 

発電用原子炉設置事業者より、廃止措置計画の認可申請中又は申請を決定し

たプラントにおいて、廃止措置計画認可前の段階から、実質的に安全上の影響

がない機器等で発生する事象については、廃止措置計画認可後と同様に法令報

告の対象外としてはどうかとの意見があり、事業者の考え方を聴取した。引き

続き、廃止措置計画認可前から適用可能か、また可能とする場合、どのような

機器等を報告対象とすることが適切かといった点等について議論・検討をする

必要がある。 

 

（２）核燃料施設等のリスクに応じた制度運用（グレーデッドアプローチの観点か

らの法令報告の見直し） 

核燃料施設等に関する現行の法令報告解釈については、核燃料施設等の廃止

                                            
3 各事業規則に定められている法令報告に基づく事故故障等の報告についての運用を定めた以下の訓令をいう。 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第９条の１６の運用について（訓令）、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転

等に関する規則第１６条の１４の運用について（訓令）、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条及び研

究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１２９条の運用について（訓令）、使用済燃料の再処理の事業に関

する規則第１９条の１６の運用について（訓令）、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の

事業に関する規則第２２条の１７の運用について（訓令）、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則第３５条の１６の運用について（訓令）及び核燃料物質の使用等に関する規則第６条の１０及び核原

料物質の使用に関する規則第５条の運用について（訓令）、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

第二十五条の運用について（内規） 
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措置計画の認可後の考え方が明記されていない等、核燃料施設等に求める法令

報告事象をリスクに応じてどのように設定すべきか議論の余地がある。 

公開会合においては、廃止措置計画認可後の核燃料施設等の法令報告事象に

関して、現行の規則の解釈に基づく報告対象の整理が必要という認識を原子力

規制庁と事業者で共有した。今後引き続き、廃止措置段階における核燃料施設

等における法令報告事象の対象等が適切かについて検討する必要がある。 

 

４．今後の対応 

上記２．の事項については、原子力規制庁において、詳細な検討を進め、今後

必要な規則等の改正案を原子力規制委員会に諮ることとする。 

上記３．の事項については、引き続き公開会合等を通して事業者の意見を聴取

し、論点、課題等を明らかにした上で、対応の方向性を原子力規制委員会に諮る

こととしたい。 
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原子炉等規制法に基づく法令報告事象への対応マニュアル

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査監督総括課 

緊急事案対策室 

  

別紙２ 
マニュアル本文のみ（マニュアル中の別紙除く） 
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1  総論 

1.1 目的 

本マニュアルは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32 年法律第 166 号）第 62 条の 3 の規定に基づく事故故障等の報告（以下「法

令報告」という。）について、法令報告の受領後の原因と対策に係る評価の実施に

関する基本的な考え方及び事務手続を明確にすることによって、円滑な行政運営

及び原子力安全の確保に資することを目的とする。 

 

1.2 適用範囲 

法令報告（特定原子力施設に係るものを除く。）を受領した後の原子力規制庁に

おける対応方針の検討、当該事象の原因と対策に係る評価の実施に至るまでの

プロセスを対象とする。法令報告事象の内容から得た知見の規制への反映の検討

については、本マニュアルには含めない。また、法令報告事象が原子力災害対策

特措法に定める事項等に基づく防災活動の中で対応が行われる事態となった場

合の対応は、本マニュアルに含めない。 

 

1.3 基本方針 

法令報告制度の趣旨・目的は、事業者等への報告義務付け及び規制機関にお

いてその報告内容を公表することで、事業者等による原因究明、再発防止策の実

施及び他事業者等での水平展開の実施を促進させることに加え、規制機関として

事象分析を通じて規制への反映を検討すること等である。 

法令報告事象への対応に当たっては、上記の法令報告制度の趣旨・目的を踏

まえ、次に掲げる考え方により、原因と対策に係る評価を実施するものとする。 

•  安全上の影響を考慮したうえで、原子力規制委員会としては、新規知見を含

み規制対応が必要と考えられるものといった重要なものに注力して対応し、安

全上の影響度が軽微な事象については、その影響度に応じた対応をする。 

•  被規制者との議論においては、組織理念にもあるように透明性を確保したう

えで実施する（「原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針」

参照）。 

 

法令報告に係る対応プロセスの全体概要フローを図 1 に示す。 
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図１ 法令報告の対応フロー 
 
※【】は後述の説明内容の記載箇所を示すもの 
 
  

事業者等 原子力規制庁 原子力規制委員会 

 

事象発生 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【2.1】※初動対応 

【2.2】事象の性質に応じて、対応方針 A～C

（以下参照）を参考に対応方針案を作成 

現地検査

官からの

情報 

【2.3】規制庁

の対応方針案の

了承 

【2.4】事象の性質に応じた対応 

 

対応方針 A（重要度評価で白以上となる可能性の

ある事象） 

公開会合、日常検査、必要に応じて特別検査 

等 

 

対応方針 B（重要度評価緑程度） 

日常検査、面談 等 

 

対応方針 C（軽微、繰り返し発生している事象） 

面談 等 

【2.5】事象の性質に応じ

た対応 

 

対応方針 A 

個別に評価の委員会了承 

 

対応方針 B 

四半期ごとに評価の報告 

 

対応方針 C 

 規制庁が評価を１年分ま

とめて報告 

事象発生２週間以内を目

途に報告・了承 

事業者等か

らの報告 
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2  対応プロセス 
【2.1】 法令報告の初動対応  

初動対応担当部門である事故対処室は法令報告の第一報を受けた場合、その

旨を速やかに担当監視部門に情報展開する。また、当該報告内容をホームページ

に掲載する。担当監視部門は、原子力規制検査の安全重要度評価の手法を参考

とし、対応方針を検討するが、その検討に必要な情報については、以下の検査ガイ

ドや附属書に書かれている視点に基づき、事業者等、事故対処室及び現地検査

官から収集する。 

 

・GI0004 原子力規制検査における規制措置に関するガイド 

・GI0005 特別検査運用ガイド 

・GI0007 原子力安全に係る重要度評価に関するガイド 

・BQ0050 事象発生時の初動対応 

 

事故対処室は、法令報告事象の発生後、当該事象が安定したと判断した場合（事

象発生から 10 日程度を目途）、初動対応を終了し、担当監視部門に収集した情報の

共有等、引継ぎを実施する。 
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【2.2】 対応方針の検討 
担当監視部門は法令報告について、得られた情報をもとに想定される原子力安

全上の影響の程度等について検討を行い、その結果を踏まえ今後の対応方針の

案を作成する。 

対応方針案の作成に当たっては、以下を参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 核燃料施設等の場合は指摘事項あり（追加対応あり）の可能性のある法令報告事象 
2 核燃料施設等の場合は指摘事項あり（追加対応なし）程度の法令報告事象 

 
対応方針 A 対応方針 B 対応方針 C 

対象

事象 
• 原子力規制検査の

重要度評価で白以

上となる可能性のあ

る法令報告事象1 
• 新規性のある法令

報告事象 

• 原子力規制検査の重要

度評価で緑程度と考え

られる法令報告事象2 

• 原子力規制検査の重

要度評価で軽微と考え

られる法令報告事象 
• 繰り返し発生し、原子

力規制委員会におい

て既に評価済みの法

令報告事象 

検査

での

対応 

• 日常検査 
• 必要に応じて特別

検査 

• 日常検査 • 必要に応じて日常検査 
 

調査

方法 
• 公開会合 
• 面談 

• 面談 
• 必要に応じて公開会合

を実施 

• 面談 

委員

会へ

の報

告 

• 個別に原子力規制

庁の評価を報告し、

原子力規制委員会

の了承を得る。 

• 四半期の原子力規制検

査 の 実 施 状 況 報 告 時

に、原子力規制庁の評

価が定まった法令報告

事象について、当該評

価を報告する。 

• 年度明けに、年間に発

生した法令報告事象に

ついて、原子力規制庁

の評価をまとめて報告

する。 
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(1)  対応方針の基本的な考え方 
①  対応方針 A 

原子力安全への影響を考慮し、事業者等の行う原因究明、再発防止対

策等に関して規制機関として関与が必要とされる法令報告事象への対応方

針である。例えば、原子力規制検査の重要度評価で白以上となる可能性の

ある事象又は新規性があると考えられる事象である。 
 

②  対応方針 B 
対応方針 A と比較し、原子力安全への影響が小さいと想定され、事業者

等の改善措置活動により改善が見込まれるが、規制機関としては事業者等

の行う原因究明、再発防止対策等が適切に実施されているか、監視する事

が必要とされる法令報告事象への対応方針である。例えば、原子力規制検

査の重要度評価で緑程度となる可能性のある事象である。 
 

③  対応方針 C 
原子力規制委員会において事業者等の行う原因究明、再発防止対策等

に対して特段の関与が必要ないとされる法令報告事象への対応方針であ

る。例えば、原子力規制検査の重要度評価で軽微と考えられる事象又は繰

り返し過去の事例と同じ原因で発生した事象である。 
 

 
(2) 対応方針に応じた基本的な対応 
各対応方針の基本的な対応内容としては、以下を参考とする。 

 
①  対応方針 A 

対応方針 A に相当する場合には事象の重要性を鑑み、透明性を確保す

ること及び他事業者等への周知の効果も見込み、原則、公開会合による議

論、面談による事実確認を行う。公開会合は基本的に、①事業者等の原因

調査及び再発防止対策の検討に時間を要している場合に、途中経過を聴

取する目的又は②事業者等から提出を受けた原因究明、再発防止対策等

に係る報告書の内容について説明を聴取する目的で実施する。事業者等

の最終的な報告書の提出に半年以上といった長期を要する場合は、定期

的に公開会合や面談にて進捗状況を確認する。 
 

②  対応方針 B 
対応方針 B に相当する場合には主に面談により事業者等が行う原因究
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明、再発防止対策等の監視を行う。ただし以下に当てはまる場合は、対応

方針の格上げも検討しつつ、公開会合を開催し、より透明性を確保したうえ

で監視を行う。 
 
・不適合の再発で、対策の有効性に疑義が生じている場合 
・何らかの不正が関係しているもしくはその恐れがある場合 
・事故故障等に新規性が含まれることが想定されるなど、社会的関心が

高い場合 
 
③  対応方針 C 

対応方針Cに相当する場合には、事実確認等を目的とした面談を行う。 
 
(3)  対応方針検討に当たっての注意事項 

① 規制機関の対応について一貫性を確保する観点から、原子力規制検査

における事象の評価を考慮するとともに、繰り返し事象等の過去事例を

考慮する。 
② 即応性を考慮し、事象発生後２週間までに得られた情報をもとに対応方

針を決定することから、その後得られた情報をもとに対応方針を変更する

ことがある。 
③ 当該対応方針をもって原子力規制検査の重要度評価が確定するもので

はない。 
④ 対応方針案の検討に当たっては法令報告事象に関して事業者等から得

られる情報のほか、原子力規制検査等において得られた情報も活用する。 
⑤ 上記の対応方針については、これまで発生した事象等をもとに標準的な

対応の内容を示したものである。このことから、規制活動は当該対応方針

に示されているものに限定されるものではなく、敷地外の運搬時における

事故等のこれまでの知見があまりない事象が発生した場合など、対応方

針を策定する上で新たに考慮すべき事項がある場合には、新たに必要

な対応を立案し、原子力規制委員会に了承を求めることとする。 
 
【2.3】  対応方針の決定 

担当監視部門は法令報告事象発生の旨の第１報を受けてから２週間以内を目

途に、作成した対応方針案について原子力規制委員会に報告し、了承を得る。ま

た、事業者の当面の調査等の作業見込みの聴取結果、事象に係る公開会合の開

催見込み等の対応方針に応じた原子力規制庁の対応スケジュールなどを含めて

報告する。原子力規制委員会より対応方針等について指摘があった場合は、指摘
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内容を踏まえた対応とする。 

 

【2.4】 対応方針に基づく対応 
担当監視部門は、事業者等の対応において、合理的な理由がない遅滞が生じ

ていないかなど監視をしつつ、原子力規制委員会で了承された対応方針に基づ

き、対応を実施し、最終的には事業者等からの報告や検査によって得た情報を基

に、事象の評価を行う。事故対処室は、事業者等から提出された当該法令報告に

係る報告書を受理し、担当監視部門に共有するとともに、ホームページに同報告

書を掲載する。 

対応方針を変更する場合は必要に応じ原子力規制委員会にその旨を報告し、

了承を得る。 

担当監視部門は、報告内容である原因特定と再発防止策の内容が妥当なもの

であるか、内容の確認を行う。報告内容に応じて、公開会合で説明を求める、報告

書の補正を求めるなど必要な対応を行う。 

必要な報告内容を受領した後は、担当監視部門は原子力規制庁としての評価

書の作成を行う。 

 
【2.5】  対応結果の報告 

担当監視部門は評価書を作成する。この際、評価書には、担当監視部門が行う

事象の原子力規制検査における重要度評価と事故対処室が行う国際原子力・放

射線事象評価尺度（ＩＮＥＳ）を用いた評価を併せて記載する。原子力規制委員会

への議題登録は担当監視部門が行う。 
法令報告に係る原因究明、再発防止対策等に対して原子力規制庁の評価書を

作成した後の原子力規制委員会への報告のタイミング、報告書の記載内容等は、

各対応方針に応じ、以下を参考する。 

 
①  対応方針 A 

事象ごと個別に原子力規制委員会へ報告し、了承を得るものとする。参

考として、過去事例を別紙１として添付する。 
 

②  対応方針 B 
原子力規制検査の四半期報告の際に指摘事項の一つとして、原子力規

制委員会に報告する。参考となる四半期報告の構成として、別紙２を添付

する。 
 
③  対応方針 C 
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年度明けにまとめて原子力規制委員会へ報告するものとする。参考とし

て、過去事例を別紙３として添付する。 
 
 

3  関係者の役割 
3.1 担当監視部門（実用炉監視部門／核燃料施設等監視部門） 

・対応方針案の策定及び対応方針案の原子力規制委員会への諮問を行う。 
・対応方針に基づく法令報告事象の調査及び評価を実施する。 
・評価結果について原子力規制委員会への報告を行う。 
 

3.2 事故対処室 
・法令報告について初動対応を行う。 
・法令報告事象についてＩＮＥＳ評価を実施する。 
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別紙３ 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年通商産業省令第

七十七号） ＜抄＞ 

 

（事故故障等の報告） 

第百三十四条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者（旧発電用

原子炉設置者等を含む。次条及び第百三十六条において同じ。）は、次の各号

のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処

置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。 

  一～二（略） 

  三 発電用原子炉設置者が、安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処

設備に属する機器等の点検を行った場合において、当該安全上重要な機

器等が技術基準規則第十七条若しくは第十八条に定める基準に適合して

いないと認められたとき、当該常設重大事故等対処設備に属する機器等

が技術基準規則第五十五条若しくは第五十六条に定める基準に適合して

いないと認められたとき又は発電用原子炉施設の安全を確保するために

必要な機能を有していないと認められたとき。 

四～十二（略） 

十三 挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒が当初の管理

位置（保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係

る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、

表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。）から他の管

理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき又は

全挿入位置（管理位置のうち制御棒が最大限に挿入されることとなる管理

位置をいう。以下同じ。）にある制御棒であって挿入若しくは引抜きの操

作を現に行っていないものが全挿入位置を超えて更に挿入される方向に

動作したとき。ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。 

十四（略） 
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 別紙４ 

 

制御棒過挿入事象について 

 

令和３年８月 18 日  

原子力規制庁 

 

制御棒過挿入事象が報告対象となった経緯 

意図しない制御棒の動き（制御棒の過挿入含む）については、平成 19 年 6月の実用炉規

則改正により、法令報告対象に追加された。 

この改正は、「北陸電力株式会社志賀原子力発電所１号機における平成１１年の臨界事故

及びその他の原子炉停止中の想定外の制御棒の引き抜け事象」の発生がきっかけである。 

当該志賀原子力発電所１号機における臨界事故では、原子炉停止機能強化工事という特

殊な改良工事を行った後の機能確認試験を実施するため、試験対象以外の制御棒の制御棒

駆動機構水圧制御ユニットを隔離する際の手順誤りによって、想定とは異なる系統構成と

なり、挿入側への加圧により過挿入が発生した。その状況で、当該機能確認試験により一部

の弁が閉められたことにより引き抜き側の圧力が上昇するとともに、制御棒駆動機構にあ

る爪（コレットフィンガ）の下部に水圧がかかり、インデックスチューブの溝から爪が外れ

た状態が保持されたため制御棒の引き抜き及び臨界が発生した。さらに、直前に行っていた

単体スクラム試験時から系統の差圧高警報の解除及び制御棒ドリフト警報をリセットして

いなかったことが本事象の認知を遅らせたことの要因とされている。 

 

制御棒駆動機構と過挿入の関係 

① BWR 

 BWR において制御棒の動作は、駆動ピストンの下から水圧をかけて挿入するか、上から水

圧をかけて引き抜くか、水圧をかける方向を、開閉する弁の組合せで系統構成を切り替える

ことにより行っている。 

また、制御棒は制御棒駆動機構にある爪を制御棒下部で制御棒を動かすインデックスチ

ューブの溝に引っ掛けることにより、所定の位置にとどめている。この機構のため、制御棒

を引き抜き側（下方）に動かす場合でも、一旦、制御棒を挿入側（上方）に動かし爪を外し

てから、水圧をかける方向を切り替え、爪が外れた状態を保持しながら制御棒を引き抜き方

向に動かす仕組みとなっている（図１参照）。 

 

  

- 18 - - 36 -



 

 

図１ BWR における制御棒引き抜き時の駆動機構のイメージ 

「北陸電力株式会社志賀原子力発電所１号機における平成１１年の臨界事故及びその他の原子炉停止中の

想定外の制御棒の引き抜け事象に関する調査報告書」（平成 19 年４月 原子力安全・保安院）を基に作図 

（１） （２） 

（３） （４） 

（５） 

- 19 - - 37 -



 

 一方、法令報告対象とされた以降の BWR における制御棒の過挿入事象（表１参照）を見る

と、点検中作業に起因する制御棒駆動機構の残圧やリークによる圧力変化によるものであ

る。これらは、志賀原子力発電所１号機の事例とは異なり、制御棒駆動機構の爪下部に水圧

がかかる操作が行われていないので、制御棒は自重で下がり、元の全挿入位置に戻り固定さ

れた。このようにいずれも、過挿入が契機となり制御棒が引き抜き側に動いた事例はなく、

過挿入事象そのものによる安全上の影響はなかった。 

 また、いずれの場合も中央制御室における制御棒ドリフト警報、制御棒位置表示、中性子

モニタにて制御棒が引き抜き側に動いていないことが確認されており、安全上の有意なリ

スク上昇がない事例として報告されている。 

 

表１ 過去の制御棒過挿入による法令報告事例 

発生日時 発電所／号機 主な原因 

2016 年３月８日 柏崎刈羽原子力発電所 

５号機 

蓄圧された残留エア 

2009 年５月 28 日 女川原子力発電所 

３号機 

弁のシート面に嚙み込まれていた異物

が排出されたことに伴う圧力変動 

2009 年４月６日 福島第一原子力発電所 

３号機 

弁のシート部からの漏洩による蓄圧 

2009 年３月 26 日 福島第一原子力発電所 

３号機 

弁のシート部からの漏洩による蓄圧 

2008 年 11 月７日 福島第二原子力発電所 

３号機 

弁のシート面に嚙み込まれていた異物

が排出されたことに伴う圧力変動 
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② ABWR 

ABWR の制御棒駆動機構は通常操作時とスクラム時の２種類がある。通常操作時において

は、ねじの要領で、モーターを回すことによって制御棒の挿入、引き抜きを行う電動駆動と

なっている。他方、緊急停止が必要なスクラム時においては、即座に全挿入位置に制御棒を

挿入するため、電動駆動と異なる水圧の制御機構を有している。（図２参照） 

 

図２ ABWR における通常時とスクラム時の制御棒駆動機構の概要 

「北陸電力株式会社志賀原子力発電所１号機における平成１１年の臨界事故及びその他の原子炉停止中の

想定外の制御棒の引き抜け事象に関する調査報告書」（平成 19 年４月 原子力安全・保安院）より抜粋 
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ABWR においては、通常時は上記 BWR の駆動方式と異なる電動側の駆動機構によって制御

棒を動かす仕組みであり、全挿入位置はボールねじの上端となっているため、過挿入は発生

しない。仮に点検等で水圧によるスクラム用の制御機構を隔離した際に、何らかの作業によ

り残圧が生じ、その後、元の状態に戻した際、その残圧でラッチ機構が外れ、制御棒が過挿

入側に動くことは想定される。しかしながら、電動側の駆動機構が正常に動作していれば、

ボールナットが全挿入位置で待機しており、制御棒が引き抜き側に動くことはなく、残圧が

原子炉内にぬけた後に再び全挿入位置に戻る（図３参照）。 

 

 

図３ ABWR における過挿入動作後の制御棒駆動機構のふるまい概要 

「第３回原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る公開会合 資料６ 制御棒の過挿入について」

（2021 年５月 発電用原子炉設置事業者）より抜粋 
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③PWR 

PWR においては、BWR 及び ABWR とは異なり、制御棒は圧力容器の上部から自重で降ろす

ことで制御棒を挿入する制御棒駆動機構となっており、その仕組みからして制御棒が全挿

入位置からさらに挿入側に動くことはない（図４参照）。 

 

 図４ PWR における制御棒引き抜き・挿入操作概略図 

「発電用原子炉施設故障等報告書 添付資料９－４別添 制御棒クラスタ駆動装置の動作不良への対策」

（2020 年４月３日 四国電力株式会社）より抜粋 
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平成１９年６月２７日 

経 済 産 業 省 

原子力安全・保安院 

 

東京電力㈱福島第二原子力発電所２号機の 
圧力抑制室内壁の一部けずれの原因と対策に係る 

東京電力㈱からの報告及び検討結果について 
 

 

東京電力㈱福島第二原子力発電所２号機（沸騰水型：定格電気出力１１０万

キロワット）において、平成１９年６月８日、圧力抑制室内壁が一部けずれた

事象に関し、東京電力㈱は、本日（同６月２７日）、原子力安全・保安院（以下

「当院」という。）に対し、原因と対策に係る報告書を提出した。 

当院は、当該報告書の内容について検討した結果、原因の推定及びこれらの

対策等は妥当であると考える。 

 

１．原因と対策に係る東京電力㈱の報告書の要点 

 

定期検査中の福島第二原子力発電所２号機において、圧力抑制室内壁の塗装

工事のためブラスト作業を実施していたところ、協力会社の作業員が誤って使

用しないノズルを持っていたため、ブラスト用の金属粒が圧力抑制室の内壁の

一部に集中して当たり、一部がけずれていることを確認。けずられた部分は、

技術基準を満足しないことが判明した。 

 

（１）調査結果 

調査の結果、以下のことが分かった。 

・ サプレッションチェンバ内の塗装作業を行うにあたり、旧塗装を除去するため

ブラスト作業を実施していた。 

・ ブラスト作業の体制は、全体の状況監視を行う監督（１名）、ノズルを操作する

ブラスト員（６名）、ブラスト装置の弁開閉を行うブラスト装置操作員（２名）、ブ

ラスト材回収員（２名）、ブラスト材回収の指導員（１名）で行っていた。 

・ 塗装除去を行うブラスト員（２名）は、ブラスト作業前に緑色のテープで標識を

付けたノズルを持って作業することを確認していたが、ブラスト員（１名）が赤色

のテープのノズルを誤って持ったため、ブラスト装置操作員が操作弁の開操作

を行ったところ、本来使用すべきノズルから金属粒が噴出し、圧力抑制室の内

壁が一部けずれた。 

 

 

（２）推定原因  
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①ブラスト員は、全面マスクに加えて、ブラスト保護用マスクを着用しているため視

認性が悪かったことに加えて、ノズルの確認が不十分であった。 

②ホース・ノズルは、テープを巻くことで識別されていたが、作業エリア内には、使

用するノズルと使用しないノズルが混在していた。 

③無線が通じにくい場所で作業を行っていたこともあり、ブラスト員とブラスト装置

操作員の間のコミュニケーションが十分ではなかった。 

 

（３）対策 

①損傷箇所については、肉盛り溶接を行う。 

②作業エリアには使用するノズルのみを入れ、ブラスト開始前に空気による通気

確認を行い、指示通りのノズルを持っていることを確認し、ブラスト作業を行う。

また、ブラスト作業停止の際には、指示が伝わるよう合図灯等を敷設する。 

③ブラスト作業に携わる関係者に、当該事象の内容と対策を周知する。 

 

 

２．当院の評価と今後の対応 

 

 当院として、東京電力㈱から提出された原因と対策に係る報告書について検討した

結果、原因の推定及びこれらに対する対策等は妥当であると考える。 

 なお、当院としては、これらの対策等の実施状況について、適宜確認していくことと

する。 

 

（ＩＮＥＳによる暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル

－ － ０－ ０－ 

 

 
【本発表資料のお問い合わせ先】 

原子力安全・保安院 

 原子力防災課原子力事故故障対策室 森田、松橋 

  電話：０３－３５０１－１５１１（内）４９１１

     ０３－３５０１－１６３７ 
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発電用原子炉設置事業者.

廃止措置計画認可前における

発電用原子炉の報告対象について

2021年5月20日

発電用原子炉設置事業者
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発電用原子炉設置事業者.

１．事象者意見
１

原子炉等規制法に基づく法令報告運用の見直しに関し、第2回公開会合において以下の通り
事業者より提示している。

事業者意見 補足説明（根拠・提案の動機等）

■廃止措置計画認可申請書を申請中または
申請を決定しているプラントの扱い

・廃止措置計画認可申請書を申請中または
申請を決定しているプラントにおいて、原
子炉から全燃料を取出し、燃料が十分に冷
却されている場合には、「訓令 Ⅲ その
他 廃止措置にある発電用原子炉の取扱
い」①と同様であると整理し、「廃止措置
にある発電用原子炉」と同様
に扱っていただきたい。

－

その後、令和3年3月22日の面談において、廃止措置を決定してから廃止措置計画が認
可されるまでの間における法令報告対象設備について議論することとした。

今回、廃止措置計画認可申請中または申請を決定したプラントの法令報告対象ついて、
事業者の考え方を整理した。
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発電用原子炉設置事業者.

２．法令報告対象の整理の考え方
2

（１）対象プラント

・事業者として廃止措置を意思決定し、その事実を公表や公的文書等により公にした
プラントを対象とする。
※廃止措置計画の公表、廃止措置計画申請、運転計画 等

（２）対象機器の整理方法

①告示327号を基本として、報告対象とする機能・系統/機器をPWR/BWR毎に整理。

②廃止措置決定後のプラント維持管理においては、特に「核燃料の安定冷却・安全な取り
扱い」が重要となることから、「核燃料の所在」に依り機能・系統/機器を整理。

③原子炉内に「燃料あり」の場合は、運転プラントと同様の法令報告を適用。
※廃止措置意思決定に依っても報告対象の除外を設定しない。

④原子炉内に「燃料なし」の場合は、以下の機能維持に係る要求事項に照らして、報告対
象とする系統・機器を整理。

・保安規定でLCOの要求がある設備

・保安規定でLCOの要求がある設備のサポート系として必要な設備

・機能維持要求がある設備（核燃料の安定冷却・安全な取り扱いの観点）

⑤上記を踏まえた「スクリーニングフロー」を策定し対象機器を選定（別表）

なお、常設重大事故等対処設備に属する機器等についても同等な考え方を適用する。
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発電用原子炉設置事業者.

告示327号
の各系統・機器

法令報告必要
（該当系統・機器）

法令報告必要
（全て）

法令報告不要

Ｎ

Ｙ
Ｎ

Ｙ

※ 保安規定でLCOの要求がある設備のサポート系として必要な設備

3

原子炉内に
燃料なし

原子炉内に
燃料あり

Ｙ

Ｎ

３．スクリーニングフロー

保安規定で
LCOの要求がある

か？

保安規定の
サポート系で

必要か？
※

機能維持
要求があるか？
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発電用原子炉設置事業者.

（参考）PWR／BWRの原子炉に係る比較

項目 ① ② ③

原子炉上蓋 原子炉閉鎖 原子炉開放

保安規定
運転
起動

高温停止
冷温停止 燃料交換 燃料交換

原子炉内の燃料有無 燃料あり 燃料あり 燃料なし

原子炉ウェル 非満水 非満水 満水 満水 非満水／満水

ゲート ×閉 ×閉 ○開 ○開 ×閉

項目 ① ②

原子炉上蓋
原子炉閉鎖（モード1～5)
原子炉開放（モード6）

原子炉開放

保安規定 モード1～6 モード外

原子炉内の燃料有無 燃料あり 燃料なし

PWR

BWR

4

燃料あり 燃料なし
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沸騰水型原子炉 保安規定

機器及び構造物

燃料交換
（炉内燃料
なし）、炉心
変更、照射
燃料作業

保安規定サ
ポート系

機能維持要求 補足

1
原子炉冷却材再循環設
備

原子炉再循環ポンプ、原子炉再循環ポンプ入口弁、原子炉再循環ポンプ出口弁、原子炉再循環
配管

× × × 不要

2 原子炉圧力容器

原子炉圧力容器本体（ベントノズル、上蓋スプレイノズル、給水ノズル、主蒸気出口ノズル、炉心
スプレイノズル、低圧注水ノズル、再循環水入口ノズル、再循環水出口ノズル、ジェットポンプ計
装ノズル、圧力容器上蓋、フランジ、スタッドボルト、水位計装ノズル、ヘッドスプレイノズルを含
む。）

× × × 不要

3
原子炉圧力容器支持構
造物

原子炉圧力容器支持構造物 × × × 不要

4
原子炉圧力容器付属構
造物

原子炉圧力容器付属構造物 × × × 不要

5
原子炉冷却材の循環設
備

主蒸気流量制限器、主蒸気隔離弁、主蒸気管、復水給水管、主蒸気逃がし安全弁、配管及び弁
（圧力バウンダリとなる範囲に限る。）

× × × 不要

6 原子炉冷却材浄化設備
原子炉冷却材再循環設備からの冷却材取出管の原子炉一次格納容器隔離弁、原子炉冷却材
浄化設備の管及び弁（圧力バウンダリとなる範囲に限る。）

× × × 不要

7 原子炉冷却材補給設備
原子炉隔離時冷却系タービン駆動蒸気管の原子炉一次格納容器隔離弁、原子炉隔離時冷却系
タービン駆動蒸気管

× × × 不要

8 残留熱除去設備
停止時冷却モードの原子炉一次格納容器隔離弁、非常用復水器系の原子炉一次格納容器隔
離弁、停止時冷却モードの管、非常用復水器系配管

× × × 不要

9 非常用炉心冷却設備
高圧炉心スプレイ系の管、高圧炉心スプレイ系の原子炉一次格納容器隔離弁、低圧炉心スプレ
イ系の管、低圧炉心スプレイ系の原子炉一次格納容器隔離弁、残留熱除去系低圧注水モード
の管、残留熱除去系低圧注水モードの隔離弁

× × × 不要

10 計測制御系統設備
制御棒駆動機構、ホウ酸水注入設備の主要弁・主配管（改良型沸騰水型原子炉の一部－異常
の発生防止の機能を有するもの（クラス１）に限る。）

× × × 不要

1 制御棒カップリング 制御棒カップリング × × × 不要
2 計測制御系統設備 制御棒駆動機構、制御棒 × × × 不要
1 炉心支持構造物 炉心支持構造物 × × × 不要
2 燃料集合体 燃料集合体（上部タイプレート、下部タイプレート、スペーサ）、チャンネルボックス × × × 不要

（四）原子炉の緊急停
止機能

1
原子炉停止設備（制御
棒駆動系に限る。）

制御棒駆動機構、制御棒、制御棒案内管、水圧制御ユニット（スクラム弁、スクラムパイロット
弁、アキュームレータ、窒素容器、配管、弁）、制御棒位置制御、配管

× × × 不要

1
原子炉停止設備（制御
棒による系に限る。）

制御棒、制御棒カップリング、制御棒駆動機構カップリング、制御棒駆動機構、制御棒位置制
御、制御棒駆動機構ハウジング

× × × 不要

2
原子炉停止設備（ホウ
酸水注入系に限る。）

ホウ酸水注入ポンプ、ホウ酸水貯蔵タンク、ホウ酸水（組成、貯蔵量）、注入弁、タンク出口弁、差
圧検出・ホウ酸水注入配管及び弁、ポンプ吸込配管及び弁

× × × 不要

（六）原子炉冷却材圧
力バウンダリの過圧防
止機能

1
原子炉冷却材の循環設
備

主蒸気逃がし安全弁（安全弁開機能に限る。） × × × 不要

1
原子炉圧力容器内部構
造物

原子炉圧力容器内部構造物 × × × 不要

2
原子炉冷却材の循環設
備

主蒸気逃がし安全弁機能用アキュームレータ、主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁排気
管

× × × 不要

3 残留熱除去設備
熱交換器（残留熱除去設備熱交換器、非常用復水器）、残留熱除去設備ポンプ、熱交換器バイ
パス配管及び弁、ポンプミニマムフローラインの配管・弁、原子炉停止時冷却モードのルートとな
る配管及び弁、非常用復水器系配管

× × × 不要

4 原子炉冷却材補給設備

原子炉隔離時冷却系ポンプ、サプレッションプール、サプレッションプールから注水先までの配管
及び弁、原子炉隔離時冷却系タービン、原子炉隔離時冷却系タービンへの蒸気供給配管及び
弁、ポンプミニマムフローラインの配管・弁、サプレッションプールストレーナ、復水貯蔵槽（復水
貯蔵タンク）、復水貯蔵槽出口水源切替弁、ポンプの復水貯蔵槽からの吸込配管及び弁

× × × 不要

5 非常用炉心冷却設備

高圧炉心スプレイ系ポンプ、サプレッションプール、高圧炉心スプレイ設備・低圧炉心スプレイ設
備・残留熱除去設備低圧注水モードの管及び弁（サプレッションプールから注入先までの配管及
び弁に限る。）、注入ヘッダ、ポンプミニマムフローラインの配管・弁、サプレッションプールスト
レーナ、復水貯蔵槽、復水貯蔵槽出口水源切替弁、ポンプの復水貯蔵槽からの吸込配管及び
弁

× × × 不要

6
主蒸気逃がし安全弁
（手動逃がし機能に限
る。）

主蒸気逃がし安全弁、原子炉圧力容器から主蒸気逃がし安全弁までの主蒸気配管、駆動用窒
素源（アキュームレータ、アキュームレータから主蒸気逃がし安全弁までの配管及び弁に限る。）

× × × 不要

7
自動減圧系（手動逃が
し機能に限る。）の設備

主蒸気逃がし安全弁、原子炉圧力容器から主蒸気逃がし安全弁までの主蒸気配管、駆動用窒
素源（アキュームレータ、アキュームレータから主蒸気逃がし安全弁までの配管及び弁に限る。）

× × × 不要

1
原子炉圧力容器内部構
造物

原子炉圧力容器内部構造物 × × × 不要

2
原子炉冷却材の循環設
備

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュームレータ、主蒸気逃がし安全弁排気管 × × × 不要

3
非常用炉心冷却設備
（低圧注水モードに限
る。）

ポンプ、サプレッションプール、サプレッションプールから注水先までの配管及び弁（熱交換器バ
イパスライン含む。）、注入ヘッダ、ポンプミニマムフローライン配管及び弁、サプレッションプール
ストレーナ

× × × 不要

4
非常用炉心冷却設備
（低圧炉心スプレイ設備
に限る。）

ポンプ、サプレッションプール、サプレッションプールから注入先までの配管及び弁、スプレイス
パージャ、ポンプミニマムフローライン配管及び弁、サプレッションプールストレーナ

× × × 不要

5
非常用炉心冷却設備
（原子炉隔離時冷却設
備に限る。）

ポンプ、サプレッションプール、サプレッションプールから注入先までの配管及び弁、原子炉隔離
時冷却系タービン、原子炉隔離時冷却系タービンへの蒸気供給配管・弁、ポンプミニマムフロー
ライン配管及び弁、サプレッションプールストレーナ、復水貯蔵槽、復水貯蔵槽出口水源切替弁、
ポンプの復水貯蔵槽からの吸込配管・弁

× × × 不要

6

非常用炉心冷却設備
（高圧炉心注水設備又
は高圧炉心スプレイ設
備に限る。）

ポンプ、サプレッションプール、サプレッションプールから注水先までの配管及び弁、注水ヘッダ
又はスプレイスパージャ、ポンプミニマムフローライン配管及び弁、サプレッシンプールストレー
ナ、復水貯蔵槽、復水貯蔵槽出口水源切替弁、ポンプの復水貯蔵槽からの吸込配管・弁

× × × 不要

7
非常用炉心冷却設備
（自動減圧設備に限
る。）

主蒸気逃がし安全弁、原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管、駆動用窒素源（ア
キュームレータ、アキュームレータから逃がし安全弁までの配管・弁に限る。）

× × × 不要

法令報告
の要否

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重要
な機器等」としての考慮は不
要。

（三）炉心形状の維持
機能

（二）過剰反応度の印
加防止機能

機能要求（○あり、×なし）

型式及び設備

（一）原子炉冷却材圧
力バウンダリ機能

（七）原子炉停止後の
除熱機能

保安規定以外

（八）炉心冷却機能

廃止措置計画認可前における発電用原子炉の報告対象について

安全上重要な機器等を定める告示（経済産業省告示３２７号） (抜粋)

別表（BWR)

（五）未臨界維持機能
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沸騰水型原子炉 保安規定

機器及び構造物

燃料交換
（炉内燃料
なし）、炉心
変更、照射
燃料作業

保安規定サ
ポート系

機能維持要求 補足

法令報告
の要否

機能要求（○あり、×なし）

型式及び設備

保安規定以外

安全上重要な機器等を定める告示（経済産業省告示３２７号） (抜粋)

1 原子炉格納容器

原子炉格納容器本体（ドライウエル、サプレッションチェンバ）、原子炉格納容器貫通部（配管及
び電気配線）、機器搬出入口、所員用エアロック、座部鉄筋コンクリートマット、格納容器スプレイ
管、真空破壊装置、ベント管付き真空破壊弁、逃がし安全弁排気管のクエンチャ、ダイヤフラムフ
ロア、ベント管、ベントヘッダ、ダウンカマ、原子炉格納容器隔離弁、原子炉格納容器バウンダリ
配管・弁

× × ×

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重要
な機器等」としての考慮は不
要。

不要

2 原子炉建屋
原子炉建屋原子炉棟（機器搬出入口、所員用エアロック、貫通部）、原子炉建屋常用換気空調系
隔離弁、原子炉建屋基礎スラブ

○ × ○
保安規定の要求、機能維持要
求があることから必要と整理。

要

3
原子炉格納容器隔離弁
及び格納容器圧力バウ
ンダリ配管

主蒸気隔離弁駆動用空気又は窒素源（アキュームレータ、アキュームレータから主蒸気隔離弁
までの配管・弁）

× × × 不要

4
原子炉圧力容器付属構
造物

原子炉圧力容器付属構造物 × × × 不要

5
原子炉冷却材の循環設
備

主蒸気隔離弁、主蒸気管、復水給水管、主蒸気流量制限器 × × × 不要

6
残留熱除去設備（原子
炉格納容器スプレイ冷
却モードに限る。）

ポンプ、熱交換器、サプレッションプール、サプレッションプールからスプレイ先（ドライウエル及び
サプレッションプール気層部）までの配管・弁、スプレイヘッダ（ドライウエル及びサプレッション
プール）、ポンプミニマムフローライン配管・弁、サプレッションプールストレーナ、停止時冷却モー
ドの原子炉一次格納容器隔離弁、非常用復水器系の原子炉一次格納容器隔離弁、停止時冷却
モードの管、非常用復水器系配管、残留熱除去設備ポンプ室冷却機（間接関連系－異常の影響
緩和の機能を有するもの（クラス２）に限る。）

× × × 不要

7 非常用炉心冷却設備

主要弁（高圧・低圧炉心スプレイ系の原子炉一次格納容器隔離弁、残留熱除去設備低圧注水
モードの原子炉一次格納容器隔離弁）、主配管（高圧・低圧炉心スプレイ系の管、残留熱除系低
圧注水モードの管）、非常用炉心冷却設備ポンプ室冷却機（間接関連系－異常の影響緩和の機
能を有するもの（クラス２）に限る。）

× × × 不要

8 非常用ガス処理設備
乾燥装置、排風機、フィルタ装置、原子炉建屋原子炉棟吸込口から排気筒頂部までの配管・弁、
排気筒（非常用ガス処理系排気管までの支持機能に限る。）

○ × ○
保安規定の要求、機能維持要
求があることから必要と整理。

要

9
圧力低減設備その他の
安全設備（可燃性ガス
濃度制御設備に限る。）

再結合器、ブロア、加熱器、冷却器、容器、蒸発器、加湿器、配管・弁（原子炉格納容器から再結
合装置までの配管・弁、再結合装置から格納容器までの配管・弁、残留熱除去設備のうち再結
合装置へ冷却水を供給する部分の配管・弁に限る。）

× × × 不要

10

圧力低減設備その他の
安全設備（原子炉格納
容器換気空調設備に限
る。)

原子炉一次格納容器から隔離弁までの配管及び弁 × × × 不要

11 原子炉冷却材浄化設備
原子炉冷却材再循環系からの冷却材取出管の原子炉一次格納容器隔離弁、冷却材浄化設備
の管

× × × 不要

12 原子炉冷却材補給設備
主要弁（原子炉隔離時冷却系の管の原子炉一次格納容器隔離弁、タービン駆動蒸気管の原子
炉一次格納容器隔離弁）、タービン駆動蒸気管

× × × 不要

13 生体遮へい装置 原子炉一次・二次遮へい壁 × × ○
機能維持要求があることから
必要と整理。

要

14
気体、液体又は固体廃
棄物処理施設

主配管（格納容器貫通配管に限る。）、主要弁（液体廃棄物処理系の格納容器隔離弁に限る。） × × ×

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重要
な機器等」としての考慮は不
要。

不要

1 非常用所内電源設備
ディーゼル機関、発電機、発電機から非常用負荷までの配電設備及び電路、燃料系、燃料輸送
系、始動用空気系、吸気系、冷却水系、軽油タンク

○ ○ ○ 要

2
換気設備（中央制御室
換気空調設備に限る。）

中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、中央制御室再循環フィル
タ、中央制御室空気調和機（送風機を除く。）、主配管、主要弁

○ × ○ 要

3 原子炉補機冷却設備 原子炉補機冷却設備

(1)

原子炉補機冷却水系
（高圧炉心スプレイ
ディーゼル補機冷却水
設備含む。）

（１）ポンプ、熱交換器、非常用系負荷冷却ライン配管及び弁（異常の影響緩和の機能を有するも
の（クラス１）関連に限る。）、サージタンク

× ○ ○ 要

(2)

原子炉補機冷却海水系
（高圧炉心スプレイ
ディーゼル補機冷却海
水設備含む。）

（２）ポンプ、配管及び弁（ポンプから原子炉補機冷却水設備熱交換器までに限る。）、ストレー
ナ、取水路（屋外トレンチを含む。）

× ○ ○ 要

4 残留熱除去設備
残留熱除去機器冷却系ポンプ、残留熱除去機器冷却系熱交換器、残留熱除去機器冷却系海水
ストレーナ、残留熱除去機器冷却系海水ポンプ、残留熱除去設備熱交換器への冷却水供給管、
冷却海水の管

× ○ ○ 要

5 生体遮へい装置 中央制御室遮へい × × ○
機能維持要求があることから
必要と整理。（プラント毎に別
途被ばく評価が必要。）

要

1

原子炉冷却材浄化設備
（原子炉冷却材圧力バ
ウンダリーから外れる
部分に限る。）

原子炉冷却材浄化設備再生熱交換器、原子炉冷却器浄化設備非再生熱交換器、原子炉冷却
材浄化設備ポンプ、原子炉冷却材浄化設備ろ過脱塩器、原子炉冷却材浄化設備の管及び弁

× × × 不要

2 主蒸気設備 主蒸気ライン（主蒸気隔離弁（外側）下流からタービン主塞止弁までに限る。） × × × 不要

3 原子炉隔離時冷却設備
タービン蒸気供給ライン（原子炉冷却材圧力バウンダリから外れる部分であって外側隔離弁下流
からタービン止め弁までに限る。）

× × × 不要

1 気体廃棄物処理設備 活性炭式希ガスホールドアップ装置 × × × 同上 不要

2 燃料取扱設備 使用済燃料輸送用容器 × × × 自社所有設備でない。 不要

3 使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵ラック、使用済燃料プール、制御棒・破損燃料貯蔵ラック、使用済燃料貯蔵用容
器

× × ○ 要

4 新燃料貯蔵設備 減速材流入防止堰又は新燃料貯蔵ラック × × ○ 要

1 燃料取扱設備 原子炉ウエル、燃料交換機、原子炉建屋クレーン × × ○ 要

2 使用済燃料貯蔵設備 キャスクピット × × ○ 要

（十四）安全弁及び逃し
弁の吹き止まり機能

1
逃がし安全弁（吹止り機
能に関連する部分に限
る。）

主蒸気逃がし安全弁（吹止り機能に関連する部分に限る。） × × ×

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重要
な機器等」としての考慮は不
要。

不要

（十五）燃料プール水
の補給機能

1
非常用補給水設備（残
留熱除去設備に限る。）

ポンプ、ポンプミニマムフローラインの配管・弁、サプレッションプール、サプレッションプールから
燃料プールまでの配管及び弁、サプレッションプールストレーナ

× × ○
機能維持要求があることから
必要と整理。（プラント毎に別
途崩壊熱評価が必要。）

要

1 気体廃棄物処理設備
気体廃棄物処理設備を隔離できる弁、排気筒（非常用ガス処理設備排気管の支持機能以外の
部分に限る。）

× × ○ 要

2
燃料集合体落下事故時
放射能放出を低減する
設備

燃料プール冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁、原子炉建屋原子炉棟、非常用ガス処理設備
（「放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能」と同一範囲に限る。）

○ × ○ 要

機能維持要求があることから
必要と整理。

保安規定の要求、保安規定サ
ポート系の要求、機能維持要
求があることから必要と整理。

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重要
な機器等」としての考慮は不
要。

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重要
な機器等」としての考慮は不
要。

（十）安全上特に重要
な関連機能

保安規定の要求、機能維持要
求があることから必要と整理。
（プラント毎に別途被ばく評価
が必要。）

（十二）原子炉冷却材
圧力バウンダリに直接
接続されていないもの
であって放射性物質を
貯蔵する機能

（十三）燃料を安全に取
り扱う機能

機能維持要求があることから
必要と整理。

（十一）原子炉冷却材
を内蔵する機能（ただ
し、原子炉冷却材圧力
バウンダリから除外さ
れている計装等の小口
径等のもの及びバウン
ダリに直接接続されて
いないものは除く。）

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重要
な機器等」としての考慮は不
要。

（十六）放射性物質放
出の防止機能

（九）放射性物質の閉じ
込め機能、放射線の遮
へい及び放出低減機
能
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加圧水型原子炉 保安規定

機器及び構造物

モード外、SFP
燃料貯蔵中、
照射済燃料移
動中

保安規定サ
ポート系

機能維持要求 補足

1 原子炉容器
原子炉容器本体（胴（フランジ、下鏡、原子炉圧力容器入口ノズル、原子炉出口ノズル、ノズル
セーフエンド、トランジッションリング）、上部蓋（上鏡）、スタッドボルトを含む）

× × × 不要

2
原子炉容器支持構造
物

原子炉容器支持構造物 × × × 不要

3
原子炉容器付属構造
物

原子炉容器付属構造物 × × × 不要

4
一次冷却材の循環設
備

蒸気発生器、一次冷却材ポンプ、加圧器、加圧器ヒータ（圧力バウンダリの範囲に限る。）、加圧
器安全弁及び加圧器逃がし弁、加圧器逃がし弁元弁、加圧器スプレイ弁、一次冷却材管、加圧
器サージ管、加圧器スプレイ管

× × × 不要

5
余熱除去設備、非常用
炉心冷却設備及び化学
体積制御設備

配管及び弁（圧力バウンダリの範囲に限る） × × × 不要

（二）過剰反応度の印
加防止機能

1 計測制御系統設備 制御棒駆動装置、制御棒駆動装置圧力ハウジング × × × 不要

1 炉心支持構造物 炉心支持構造物 × × × 不要

2 燃料集合体 燃料集合体 × × × 不要

1
原子炉停止設備（制御
棒駆動系に限る）

制御棒、制御棒クラスタ案内管、制御棒駆動装置、燃料集合体の制御棒案内シンブル × × × 不要

2
原子炉容器内部構造
物

原子炉容器内部構造物 × × × 不要

1
原子炉停止設備（制御
棒駆動系に限る）

制御棒、制御棒駆動装置、制御棒駆動装置圧力ハウジング × × × 不要

2
同（化学体積制御設備
のうちホウ酸注入系に
限る）

ホウ酸（組成、貯蔵量）、充てんポンプ、ホウ酸ポンプ、ホウ酸タンク、ホウ酸フィルタ、再生熱交
換器、配管及び弁（ホウ酸タンクからホウ酸ポンプ、再生熱交換器から一次冷却系に限る。）、ポ
ンプミニマムフローライン配管・弁

× × × 不要

3
同（非常用炉心冷却設
備のうちホウ酸注入系
に限る）

燃料取替用水ピット、高圧注入ポンプ、ホウ酸注入タンク、配管及び弁（燃料取替ピットから高圧
注入ポンプを経て一次冷却系低温側に限る）、ポンプミニマムフローライン配管・弁

× × × 不要

（六）原子炉冷却材圧
力バウンダリの過圧防
止機能

1
一次冷却材の循環設
備

加圧器安全弁 × × × 不要

1
一次冷却材の循環設
備

蒸気発生器 × × × 不要

2 余熱除去設備
余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、配管及び弁（余熱除去運転モードのルートとなる範囲に限
る）、ポンプミニマムフローライン配管・弁

× × × 不要

3 補助給水設備
電動補助給水ポンプ、タービン駆動補助給水ポンプ、復水タンク（ピットを含む）、配管及び弁（復
水ピットから補助給水ポンプを経て主給水配管との合流部までの範囲に限る）、タービンへの蒸
気供給配管、弁、ポンプミニマムフローライン配管・弁

× × × 不要

4 主蒸気設備
蒸気発生器、主蒸気隔離弁、主蒸気安全弁、主蒸気逃がし弁（手動逃がし機能に限る）、配管及
び弁（蒸気発生器から主蒸気隔離弁の範囲に限る）

× × × 不要

5 主給水設備
蒸気発生器、主給水隔離弁、配管及び弁（蒸気発生器から主給水隔離弁の範囲に限る）、復水
タンク（ピットを含む）

× × × 不要

1
非常用炉心冷却設備
（低圧注入系に限る）

余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、燃料取替用水タンク（ピットを含む）、格納容器再循環サン
プ、配管及び弁（燃料取替用水ピット及び格納容器再循環サンプから余熱除去ポンプ、余熱除
去冷却器を経て一次冷却系までの範囲に限る）、ポンプミニマムフローライン配管・弁

× × × 不要

2 同（高圧注入系に限る）
燃料取替用水タンク（ピットを含む）、高圧注入ポンプ、配管及び弁（燃料取替用水ピット及び格
納容器再循環サンプから高圧注入ポンプを経て一次冷却系までの範囲に限る）、格納容器再循
環サンプ及びポンプミニマムフローライン配管・弁

× × × 不要

3 同（蓄圧注入系に限る） 蓄圧タンク、配管及び弁（蓄圧タンクから一次冷却系低温側配管合流部までの範囲に限る） × × × 不要

別表（PWR)

型式及び設備

（五）未臨界維持機能

保安規定以外

機能要求（○あり、×なし）

（一）原子炉冷却材圧
力バウンダリ機能

法令報告
の要否

（四）原子炉の緊急停
止機能

（三）炉心形状の維持
機能

（八）炉心冷却機能

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重
要な機器等」としての考慮は
不要。

（七）原子炉停止後の
除熱機能

廃止措置計画認可前における発電用原子炉の報告対象について

安全上重要な機器等を定める告示（経済産業省告示３２７号） (抜粋)
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加圧水型原子炉 保安規定

機器及び構造物

モード外、SFP
燃料貯蔵中、
照射済燃料移
動中

保安規定サ
ポート系

機能維持要求 補足型式及び設備

保安規定以外

機能要求（○あり、×なし）

法令報告
の要否

安全上重要な機器等を定める告示（経済産業省告示３２７号） (抜粋)

1 原子炉格納容器

原子炉格納容器本体（プレストレスト・コンクリート製格納容器は鋼製ライニングとしてのライナー
プレートを含む）、原子炉格納容器貫通部（配管貫通部（伸縮、固定式を含む）、電気配線貫通部
を含む）、機器搬入口（ハッチを含む）、アニュラス、原子炉格納容器エアロック（通常用、非常用
を含む）

× × × 不要

2 格納容器スプレイ設備

燃料取替用水タンク（ピットを含む）、格納容器スプレイポンプ、格納容器スプレイ冷却器、ヨウ素
除去薬品タンク、ｐＨ調整剤貯蔵タンク、スプレイエダクタ、スプレイリング、スプレイノズル、配管
及び弁（燃料取替用水ピット及び再循環サンプから格納容器スプレイポンプ、格納容器スプレイ
冷却器を経てスプレイリングヘッダまでの範囲、ヨウ素除去薬品タンクからスプレイエダクタを経
て格納容器スプレイ配管までの範囲に限る）

× × × 不要

3
アニュラス空気浄化設
備

アニュラス空気浄化フィルタユニット、アニュラス空気浄化ファン、ダクト及びダンパ、原子炉格納
容器排気筒

× × × 不要

4
安全補機室空気浄化
設備

安全補機室空気浄化フィルタユニット、安全補機室空気浄化ファン、原子炉格納容器排気筒 × × × 不要

5
遮へい設備（生体遮へ
い装置に限る）

外部遮へい壁 × × × 不要

6 二次格納施設 二次格納施設

(1)
・プレストレスト・コンク
リート製格納容器

アニュラス区画構造物 × × × 不要

(2) ・鋼製格納容器 外周コンクリート壁（外部遮へいを含む）、アニュラスシール × × × 不要

7 真空逃がし装置 主要弁（真空逃がし弁、格納容器隔離弁）、主配管（格納容器バウンダリ配管に限る） × × × 不要

8 圧力逃がし装置 配管及び弁（格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管に限る） × × × 不要

9 余熱除去設備 配管及び弁（格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管に限る） × × × 不要

10 換気設備 配管及び弁（格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管に限る） × × × 不要

11 非常用炉心冷却設備
燃料取替用水タンク（ピットを含む）、配管及び弁（格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管
含む）

× × × 不要

12 化学体積制御設備 配管及び弁（格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管に限る） × × × 不要

13 原子炉補機冷却設備 配管及び弁（格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管に限る） × × × 不要

14 主蒸気・主給水設備
主蒸気安全弁、主蒸気隔離弁、主給水隔離弁、主蒸気管・主給水管（格納容器バウンダリ配管
に限る）

× × × 不要

15 生体遮へい装置 外部遮へい × × × 不要

16 液体廃棄物処理設備 主要弁（格納容器隔離弁に限る）、主配管（格納容器バウンダリ配管に限る） × × × 不要

1
非常用所内電源系設
備

非常用ディーゼル機関、非常用発電機、発電機から非常用負荷までの配電設備及び電路、燃
料系、吸気系、始動用空気系（始動用空気だめからディーゼル機関までの範囲に限る）、冷却水
系

○ ○ ○ 要

2
原子炉補機冷却水設
備

原子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水冷却器、配管及び弁（異常の影響緩和の機能を
有するもの（クラス１）関連補機への冷却水ラインの範囲に限る）、原子炉補機冷却水サージタン
ク

× ○ ○ 要

3
原子炉補機冷却海水
設備

海水ポンプ、ろ過装置（海水ストレーナに限る）、原子炉補機冷却水冷却器、配管及び弁（異常
の影響緩和の機能を有するもの（クラス１）関連補機への海水供給ラインの範囲に限る）、取水
路（屋外トレンチを含む）

× ○ ○ 要

4 制御用空気設備
制御用空気圧縮装置、制御用空気乾燥機、制御用空気だめ、配管及び弁（異常の影響緩和の
機能を有するもの（クラス１）関連補機への制御用空気供給ラインの範囲に限る）

× ○ ○ 要

5
換気設備（補助建屋換
気空調設備に限る）

換気設備（補助建屋換気空調設備に限る）

(1) ・中央制御室空調装置
中央制御室空調ユニット、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循
環フィルタユニット、中央制御室非常用循環ファン

○ × ○ 要

(2) ・空調用冷却水設備 空調用冷凍機（直接関連系に限る）、空調用冷水ポンプ（直接関連系に限る） × ○ ○ 要

6 生体遮へい装置 中央制御室遮へい × × ○
機能維持要求があることから
必要と整理。（プラント毎に別
途被ばく評価が必要。）

要

1 化学体積制御設備

再生熱交換器、余剰抽出冷却器、非再生冷却器、冷却材混床式脱塩塔、冷却材陽イオン脱塩
塔、冷却材脱塩塔入口フィルタ、冷却材フィルタ、体積制御タンク、充てんポンプ、封水注入フィ
ルタ、封水ストレーナ、封水冷却器、配管及び弁（一次冷却材が原子炉冷却材バウンダリ外で循
環している抽出系、充てん系及び一次冷却材ポンプ封水注入系に限る）

× × × 不要

2
同（個別プラント設備に
限る）

ホウ素熱再生再熱機、熱再生イオン交換器、ホウ素熱再生前置熱交換器、ホウ素熱再生抽出
水冷却器

× × × 不要

1 気体廃棄物処理設備 活性炭式希ガスホールドアップ装置、ガスサージタンク、ガス減衰タンク × × × 同上 不要

2 新燃料貯蔵設備 新燃料貯蔵庫（減速材流入防止堰又は新燃料貯蔵ラックに限る） × × ○ 要

3 使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵槽（ピットを含む）、使用済燃料ラック、破損燃料貯蔵ラック、使用済燃料貯蔵用
容器

× × ○ 要

4 燃料取扱設備 使用済燃料運搬用容器 × × × 自社所有設備でない。 不要

（十三）燃料を安全に取
り扱う機能

1 燃料取扱設備
原子炉キャビティ、新燃料又は使用済燃料を取扱う機器（燃料取替クレーン、燃料移送装置、使
用済燃料ピットクレーン、燃料仮置きラックに限る）

× × ○
機能維持要求があることから
必要と整理。

要

（十四）安全弁及び逃し
弁の吹き止まり機能

1
一次冷却材の循環設
備

加圧器安全弁（吹き止まり機能に関連する部分に限る）、加圧器逃がし弁（吹き止まり機能に関
連する部分に限る）

× × ×

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重
要な機器等」としての考慮は
不要。

不要

1
使用済燃料ピット補給
水系設備

燃料取替用水タンク（ピットを含む） × × ○ 要

2 燃料取替用水設備
燃料取替用水ポンプ、配管及び弁（燃料取替用水タンクから燃料取替用水ポンプを経て使用済
燃料ピットまでの範囲に限る）

× × ○ 要

1
燃料集合体落下事故
時放射能放出を低減す
る設備

燃料集合体落下事故時放射能低減空調設備、アニュラス空気浄化設備（担保されている場合に
限る）、排気筒（補助建屋）、燃料取扱建屋（担保されている場合に限る）

○ × ○ 要

2 気体廃棄物処理設備  配管及び弁（ガスサージタンク、ホールドアップ塔、ガス減衰タンク周りに限る） × × ○ 要

（十七）異常状態の緩
和機能

1
一次冷却材の循環設
備

加圧器逃がし弁、加圧器（後備ヒータに限る）、加圧器逃がし弁元弁 × × ×

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重
要な機器等」としての考慮は
不要。

不要

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重
要な機器等」としての考慮は
不要。

機能維持要求があることから
必要と整理。

機能維持要求があることから
必要と整理。（プラント毎に別
途崩壊熱評価が必要。）

保安規定の要求、保安規定
サポート系の要求、機能維持
要求があることから必要と整
理。

原子炉の運転に必要とされる
機能であるため、「安全上重
要な機器等」としての考慮は
不要。

（十六）放射性物質放
出の防止機能

（十五）燃料プール水
の補給機能

（十一）原子炉冷却材
を内蔵する機能（ただ
し、原子炉冷却材圧力
バウンダリから除外さ
れている計装等の小口
径等のもの及びバウン
ダリに直接接続されて
いないものは除く。）

（九）放射性物質の閉じ
込め機能、放射線の遮
へい及び放出低減機
能線の遮へい及び放
出低減機能

（十二）原子炉冷却材
圧力バウンダリに直接
接続されていないもの
であって放射性物質を
貯蔵する機能

保安規定の要求、機能維持
要求があることから必要と整
理。（プラント毎に別途被ばく
評価が必要。）

（十）安全上特に重要
な関連機能
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